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衆
議
院
議
員
若
井
康
彦
君
提
出
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営

利
活
動
法
人
（
以
下
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
い
う
。
）
の
設
立
の
認
証
を
受
け
た
者
の
数
は
、
平
成
十
六
年
四
月
末

現
在
で
一
万
六
千
七
百
三
十
一
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

都
道
府
県
知
事
を
所
轄
庁
と
し
て
い
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
が
、
内
閣
総
理
大
臣
を

所
轄
庁
と
し
て
い
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
う
ち
、
法
令
等
に
違
反
す
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
法
第
四
十
二
条

の
規
定
に
基
づ
き
改
善
命
令
を
行
っ
た
も
の
及
び
法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
設
立
の
認
証
を
取
り
消
し
た
も
の
の
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
違
反
に
関
連
し
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
改
善

命
令
を
行
っ
た
も
の
が
二
件
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
違
反
に

関
連
し
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
改
善
命
令
を
行
い
、
さ
ら
に
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該

一



特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
を
取
り
消
し
た
も
の
が
一
件
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
理
事
長
等
が
当
該
法
人
の

業
務
に
関
し
第
三
者
に
対
し
て
恐
喝
、
信
用
き
損
及
び
業
務
妨
害
行
為
を
行
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
関
連
し
、
法

第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
を
取
り
消
し
た
も
の
が
一
件
、
三
年
以

上
に
わ
た
っ
て
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告
書
等
、
役
員
名
簿
等
又
は
定
款
等
の
提
出
を
行
わ
な
い
こ

と
に
関
連
し
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
を
取
り
消
し
た
も
の

が
三
件
で
あ
る
。

な
お
、
法
は
、
市
民
が
行
う
自
由
な
社
会
貢
献
活
動
と
し
て
の
特
定
非
営
利
活
動
の
健
全
な
発
展
を
促
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
お
り
、
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
旨
の
附
帯
決
議
が
国
会
に
お

い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
法
は
、
所
轄
庁
に
よ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
監
督
の
権
限
と
し
て
、
特
定
非
営
利
活
動

法
人
が
法
令
等
に
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
お
い
て
、
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法

人
に
対
し
、
所
定
の
事
項
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
し
て
い
る
が
、
か
か
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の

よ
う
な
法
の
目
的
及
び
附
帯
決
議
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
運
用
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

二



二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
法
は
、
市
民
が
行
う
自
由
な
社
会
貢
献
活
動
と
し
て
の
特
定
非
営
利
活
動
の
健
全
な
発

展
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
旨

の
附
帯
決
議
が
国
会
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
運
営
に
対
し
て
も
、
役
員
及
び
職
員
の
構
成
を

含
め
、
こ
れ
ら
の
趣
旨
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政

府
が
把
握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
事
項
す
べ
て
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
各
府

省
の
職
員
で
平
成
十
四
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
本
府
省
の
企
画
官
相
当
職
以
上
で
退
職

し
た
者
の
再
就
職
状
況
に
つ
い
て
は
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、

既
に
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
特
定
非
営
利
活
動
法
人
へ
再
就
職
し
た
者
は
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

政
府
の
平
成
十
六
年
度
予
算
に
計
上
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
は
、

別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
の
平
成
十
六
年
度
予
算
に
計
上
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
み
に
対
す
る
予
算
額
を
特

三



定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
他
の
法
人
等
と
と
も
に
対
象
に
含
め
て
い
る
も
の
は
、
別
表
第
二

の
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
別
表
第
二
に
掲
げ
た
事
業
に
係
る
予
算
額
の
う
ち
、
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
等
を
介
さ
ず
直

接
他
の
法
人
等
と
と
も
に
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
し
て
支
出
さ
れ
る
補
助
金
の
予
算
額
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ

る
。こ

れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
我
が
国
経
済
社
会
に
お
け
る
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
そ
れ
ぞ
れ

の
事
業
の
目
的
及
び
内
容
に
照
ら
し
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
そ
の
対
象
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
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